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附 則  

文 化 芸 術 は 、 人 々 の 心 を 養 い 、 生 活 に 潤 い と 豊 か さ を 、 人 生 に 喜

び と 力 を 与 え て く れ る 。 ま た 、 文 化 芸 術 は 、 人 と 人 と を つ な ぐ 礎 で

あ り 、 互 い の 歴 史 や 文 化 を 理 解 し 合 う こ と は 、 地 域 社 会 や 国 際 社 会

に お い て 異 な る 歴 史 や 文 化 を 持 つ 人 々 が 共 に 生 き て い く た め の 基 盤

と も な る 。  

新 宿 の ま ち は 、 江 戸 城 外 堀 の 開 削 を 機 に 形 成 さ れ た 由 緒 あ る 町 や

坂 等 の 名 を 今 な お 広 く と ど め る 一 方 、 江 戸 時 代 の 宿 場 ・ 内 藤 新 宿 の

開 設 時 か ら 今 日 に 至 る ま で 、 多 く の 人 々 の 営 み の 中 で 多 彩 な 文 化 芸

術 を 育 み 、 常 に 新 た な 文 化 芸 術 を 創 造 し 、 発 信 し 続 け て き た 。  

新 宿 の ま ち に は 、自 然 や 歴 史 、文 化 芸 術 、経 済 活 動 等 を 通 し て 、人

々 が 長 い 間 培 っ て き た 豊 か な 地 域 の 力 が あ る 。 多 様 性 と 先 端 性 を 併

せ 持 つ 都 市 と し て 、 そ の 懐 の 深 さ に 魅 か れ て 集 ま る 様 々 な 人 々 の 無

限 に 広 が る エ ネ ル ギ ー が あ る 。  

こ う し た ま ち の 特 性 を 最 大 限 に 生 か し 、 区 民 、 文 化 芸 術 活 動 団

体 、 学 校 、 企 業 等 、 新 宿 区 そ の 他 の 文 化 芸 術 の 担 い 手 と な る あ ら ゆ

る 主 体 が 、 そ の 持 て る 個 性 を 発 揮 し 、 互 い に 力 を 合 わ せ 、 自 由 で 活

発 な 文 化 芸 術 活 動 を 展 開 す る こ と を 通 し て 、 新 宿 の ま ち の 持 つ 多 彩

な 力 を 結 集 し 、に ぎ わ い と 活 力 に あ ふ れ る「 文 化 芸 術 創 造 の ま ち  新

宿 」 を 実 現 す る こ と を 決 意 し 、 こ こ に 、 こ の 条 例 を 制 定 す る 。  

第 1 章  総 則  

（ 目 的 ）  

第 1 条  こ の 条 例 は 、 新 宿 区 （ 以 下 「 区 」 と い う 。 ） に お け る 文 化

芸 術 の 振 興 に 関 す る 基 本 原 則 を 定 め 、区 民 、文 化 芸 術 活 動 団 体 、学

校 及 び 企 業 等 の 役 割 並 び に 区 の 責 務 を 明 ら か に す る と と も に 、 文

化 芸 術 の 振 興 に 関 す る 施 策 の 基 本 と な る 事 項 を 定 め る こ と に よ

り 、 文 化 芸 術 の 担 い 手 と な る あ ら ゆ る 主 体 の 相 互 の か か わ り を 通



し て 、 新 宿 の ま ち の 特 性 を 生 か し た 発 展 的 な 文 化 芸 術 の 創 造 に 資

す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 2 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  区 民  次 に 掲 げ る 者 を い う 。  

ア  区 の 区 域 内 （ 以 下 「 区 内 」 と い う 。 ） に 住 所 を 有 す る 者  

イ  区 内 に 存 す る 事 務 所 又 は 事 業 所 に 勤 務 す る 者  

ウ  学 校 に 在 学 す る 者  

エ  区 内 に お い て 、 文 化 芸 術 に 関 す る 創 造 的 活 動 、 文 化 芸 術 を

支 援 す る 活 動 そ の 他 の 文 化 芸 術 に 関 す る 活 動 （ 以 下 「 文 化 芸

術 活 動 」 と い う 。 ） を 行 う 個 人  

⑵  文 化 芸 術 活 動 団 体  区 内 に お い て 、 文 化 芸 術 活 動 を 行 う 法 人

そ の 他 の 団 体 及 び そ の 連 合 体 を い う 。  

⑶  学 校  区 内 に 存 す る 学 校 （ 学 校 以 外 の 教 育 施 設 で 学 校 教 育 に

類 す る 教 育 を 行 う も の を 含 む 。 ） を い う 。  

⑷  企 業 等  区 内 に 事 務 所 又 は 事 業 所 を 有 す る 法 人 そ の 他 の 団 体

及 び 個 人 を い う 。  

⑸  私 た ち 区 民  次 に 掲 げ る も の を い う 。  

ア  前 各 号 に 掲 げ る も の  

イ  区  

ウ  そ の 他 区 に お い て 生 み 出 さ れ る 文 化 芸 術 の 恵 み を 自 ら 積 極

的 に 享 受 し 、 又 は 享 受 し よ う と す る す べ て の も の  

 （ 基 本 原 則 ）  

第 3 条  私 た ち 区 民 は 、 自 ら が 文 化 芸 術 の 担 い 手 と な る こ と を 自 覚

し 、 自 主 的 か つ 持 続 的 に 文 化 芸 術 活 動 を 行 う も の と す る 。  

２  私 た ち 区 民 は 、 文 化 芸 術 活 動 を 行 う に 当 た っ て は 、 互 い の 文 化

芸 術 活 動 を 理 解 し 、 及 び 尊 重 す る も の と す る 。  

３  私 た ち 区 民 は 、 文 化 芸 術 活 動 を 行 う に 当 た っ て は 、 そ の 持 て る

個 性 を 発 揮 す る と と も に 、互 い に 連 携 及 び 協 力 を 図 る も の と す る 。 

４  私 た ち 区 民 は 、 地 域 の 歴 史 、 風 土 等 を 反 映 し た 特 色 あ る 文 化 芸

術 の 保 護 、 保 存 、 継 承 及 び 発 展 を 図 る と と も に 、 新 た な 文 化 芸 術

を 創 造 し 、 及 び 発 信 す る も の と す る 。  

５  私 た ち 区 民 は 、 等 し く 文 化 芸 術 を 鑑 賞 し 、 こ れ に 参 加 し 、 又 は

こ れ を 創 造 す る こ と が で き る 環 境 の 整 備 を 図 る も の と す る 。  

 （ 区 民 の 役 割 ）  



第 4 条  区 民 は 、 前 条 に 規 定 す る 基 本 原 則 に 基 づ く 役 割 （ 以 下 「 文

化 芸 術 振 興 に 関 す る 基 本 的 役 割 」 と い う 。 ） を 担 う と と も に 、 創

意 工 夫 を 生 か し た 自 主 的 か つ 創 造 的 な 文 化 芸 術 活 動 を 通 じ て 、 文

化 芸 術 の 振 興 に 積 極 的 な 役 割 を 果 た す も の と す る 。  

 （ 文 化 芸 術 活 動 団 体 の 役 割 ）  

第 5 条  文 化 芸 術 活 動 団 体 は 、 文 化 芸 術 振 興 に 関 す る 基 本 的 役 割 を

担 う と と も に 、 自 主 性 及 び 創 造 性 を 生 か し た 文 化 芸 術 活 動 を 一 層

推 進 し 、 地 域 社 会 を 構 成 す る 一 員 と し て 、 地 域 の 文 化 芸 術 活 動 の

活 性 化 等 に 努 め 、 文 化 芸 術 の 振 興 に 積 極 的 な 役 割 を 果 た す も の と

す る 。  

 （ 学 校 の 役 割 ）  

第 6 条  学 校 は 、 文 化 芸 術 振 興 に 関 す る 基 本 的 役 割 を 担 う と と も

に 、 児 童 、 生 徒 、 学 生 等 が 文 化 芸 術 活 動 を 体 験 し 、 及 び 文 化 芸 術

に 関 す る 作 品 に 触 れ る 機 会 の 充 実 を 図 り 、 並 び に 文 化 芸 術 を 担 う

人 材 の 育 成 、 地 域 の 文 化 芸 術 活 動 の 活 性 化 等 に 努 め 、 文 化 芸 術 の

振 興 に 積 極 的 な 役 割 を 果 た す も の と す る 。  

 （ 企 業 等 の 役 割 ）  

第 7 条  企 業 等 は 、 文 化 芸 術 振 興 に 関 す る 基 本 的 役 割 を 担 う と と も

に 、 地 域 社 会 を 構 成 す る 一 員 と し て 、 そ の 保 有 す る 資 源 を 活 用

し 、 地 域 の 文 化 芸 術 活 動 の 活 性 化 等 に 努 め 、 文 化 芸 術 の 振 興 に 積

極 的 な 役 割 を 果 た す も の と す る 。  

 （ 区 の 責 務 ）  

第 8 条  区 は 、文 化 芸 術 振 興 に 関 す る 基 本 的 役 割 を 担 う と と も に 、次

に 掲 げ る 責 務 を 有 す る 。  

 ⑴  文 化 芸 術 の 振 興 に 関 す る 施 策 が 総 合 的 か つ 持 続 的 に 行 わ れ る

よ う 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と 。  

⑵  私 た ち 区 民 が 互 い に 連 携 し 、 及 び 協 力 す る 体 制 の 強 化 が 図 ら

れ る よ う 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と 。  

⑶  地 域 の 文 化 芸 術 活 動 の 場 の 充 実 が 図 ら れ る よ う 新 宿 区 立 新 宿

文 化 セ ン タ ー 等 区 の 施 設 の 積 極 的 な 活 用 そ の 他 必 要 な 措 置 を 講

ず る こ と 。  

第 2 章  文 化 芸 術 の 振 興 に 関 す る 基 本 的 施 策  

 （ 地 域 の 伝 統 、 文 化 等 の 保 護 等 ）  

第 9 条  私 た ち 区 民 は 、 地 域 へ の 愛 着 や 誇 り を 育 む た め 、 地 域 で 育

ま れ た 伝 統 及 び 特 色 あ る 文 化 並 び に 地 域 に 現 存 す る 有 形 及 び 無 形

の 文 化 財 そ の 他 の 歴 史 的 文 化 的 資 源 （ 以 下 「 歴 史 的 文 化 的 資 源 」



と い う 。 ） の 保 護 、 保 存 、 活 用 及 び 継 承 に 努 め る も の と す る 。  

 （ 子 ど も の 文 化 芸 術 活 動 へ の 参 加 等 の 機 会 の 確 保 ）  

第 10 条  私 た ち 区 民 は 、次 代 の 文 化 芸 術 を 担 う 子 ど も の 豊 か な 人 間

性 を 育 む た め 、 優 れ た 文 化 芸 術 に 触 れ 、 及 び 創 造 的 な 文 化 芸 術 活

動 に 参 加 す る 機 会 の 確 保 に 必 要 な 取 組 を 行 う よ う に 努 め る も の と

す る 。  

 （ 文 化 芸 術 に 関 す る 情 報 の 収 集 、 提 供 等 ）  

第 11 条  私 た ち 区 民 は 、文 化 芸 術 に 関 す る 情 報 を 互 い に 利 用 し 、及

び 共 有 す る た め 、 そ の 収 集 、 提 供 、 発 信 そ の 他 の 必 要 な 取 組 を 行

う よ う に 努 め る も の と す る 。  

 （ 文 化 芸 術 に 関 す る 環 境 の 整 備 ）  

第 12 条  私 た ち 区 民 は 、 文 化 芸 術 活 動 の 一 層 の 活 性 化 を 図 る た

め 、 文 化 芸 術 に 関 す る 人 的 な ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築 そ の 他 の 環 境 の

整 備 に 努 め る も の と す る 。  

 （ 公 共 的 空 間 の 活 用 ）  

第 13 条  私 た ち 区 民 は 、人 々 が 文 化 芸 術 を 鑑 賞 し 、こ れ に 参 加 し 、又

は こ れ を 創 造 で き る 場 を 提 供 す る た め 、 公 共 的 空 間 の 積 極 的 な 活

用 に 努 め る も の と す る 。  

 （ 人 材 の 発 掘 、 育 成 等 ）  

第 14 条  私 た ち 区 民 は 、積 極 的 に 文 化 芸 術 活 動 を 行 う 者 、歴 史 的 文

化 的 資 源 の 保 存 及 び 活 用 に 関 す る 専 門 的 知 識 及 び 技 能 を 有 す る 者

そ の 他 の 文 化 芸 術 を 担 う 人 材 の 発 掘 、育 成 等 に 努 め る も の と す る 。 

 （ 多 文 化 の 交 流 の 促 進 ）  

第 15 条  私 た ち 区 民 は 、文 化 芸 術 活 動 を 通 じ て 、世 界 の 国 々 の 多 様

な 歴 史 や 文 化 に 対 す る 理 解 を 増 進 し 、 地 域 に お け る 多 文 化 の 交 流

の 促 進 に 努 め る も の と す る 。  

 （ 表 彰 ）  

第 16 条  区 長 は 、文 化 芸 術 の 振 興 に 大 き く 寄 与 し た も の 及 び 文 化 芸

術 活 動 に お い て 著 し い 功 績 の あ っ た も の の 表 彰 に 努 め る も の と す

る。  

第 3 章  文 化 芸 術 振 興 会 議  

（ 設 置 ）  

第 17 条  文 化 芸 術 の 振 興 に 関 す る 基 本 的 事 項 に つ い て 調 査 審 議 す

る た め 、 区 長 の 附 属 機 関 と し て 、 新 宿 区 文 化 芸 術 振 興 会 議 （ 以 下

「 会 議 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。  

（ 所 掌 事 務 ）  



第 18 条  会 議 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。  

⑴  次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 調 査 審 議 す る こ と 。  

 ア  文 化 芸 術 の 振 興 に 関 す る 施 策 の 基 本 と な る 事 項 又 は 重 要 な

事 項  

  イ  文 化 芸 術 の 振 興 に 関 し 、 区 長 が 諮 問 す る 事 項  

⑵  文 化 芸 術 の 振 興 を 図 る た め に 必 要 な 事 項 に つ い て 、 区 長 に 意

見 を 述 べ る こ と 。  

（ 組 織 ）  

第 19 条  会 議 は 、 委 員 12 人 以 内 を も っ て 組 織 す る 。  

２  委 員 の 任 期 は 2 年 と し 、 再 任 を 妨 げ な い 。 た だ し 、 委 員 に 欠 員

が 生 じ た 場 合 に お け る 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と

す る 。  

３  委 員 は 、 学 識 経 験 を 有 す る 者 、 区 内 に 住 所 を 有 す る 者 、 文 化 芸

術 活 動 団 体 の 構 成 員 、 教 育 の 関 係 者 及 び 企 業 等 （ 法 人 そ の 他 の 団

体 に あ っ て は 、 そ の 構 成 員 ） の う ち か ら 、 区 長 が 委 嘱 す る 。  

４  前 3 項 に 定 め る も の の ほ か 、 会 議 の 組 織 及 び 運 営 に 関 し 必 要 な

事 項 は 、 新 宿 区 規 則 で 定 め る 。  

 

   附  則  

 

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 22 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 3

章 の 規 定 及 び 次 項 の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 6 月 を 超 え な

い 範 囲 内 に お い て 新 宿 区 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 新 宿 区 附 属 機 関 の 構 成 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一

部 改 正 ）  

２  新 宿 区 附 属 機 関 の 構 成 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 （ 昭

和 34 年 新 宿 区 条 例 第 9 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 新 宿 区 住 居 表 示 審 議 会 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

新宿区文化芸術振興会議 委員のうち学識経験者 

日額 20,000 円 

その他の委員 

日額 10,000 円 

条例中副区長相当額

 


